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２０２２年４月 1 日から 

「○○年齢」が １８歳に！ 
―― ↑この○○に入る漢字 2 文字、わかりますか？ ―― 

答え「 成 年 年 齢 」 

わかる人はかなりツウの方です！ 

普段「成年年齢」という言葉はなかなか馴染みのない言葉ですよね。とても簡

単に言ってしまうと「未成年」に対する言葉が「成年」です。 

未成年者は取引の知識や経験が不足し、判断力も未熟であることから法律で保

護されていますが、成年に達すると親（法定代理人）の同意を得ずに自分の意思

で様々な契約ができるようになります。この「成年」として扱われる年齢（＝成

年年齢）が民法の改正により令和 4 年（2022 年）の 4 月から、20 歳から 18

歳に引き下げられるのです。以下の 2 人の会話をご覧ください！ 

なぜ、今 18 歳にするの？ 

憲法改正国民投票の投票権年齢や公職選挙法の選挙権年齢

などが 18 歳と定められるなど、18 歳、19 歳の方にも国政

上の重要な事項の判断に参加してもらうための政策が進めら

れてきました。そうした中、市民生活に関する基本法である民

法でも、18 歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではな

いかという議論がされるようになりました。 

世界的にも、成年年齢が 18 歳とするのが主流です。この

ようなことから、成年年齢が 18 歳に引き下げられることに

なります。 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 歳からできること 20 歳のまま変わらないこと 

●親の同意なしでの契約 

（クレジットカードを作る、ローンを組む、携帯

電話の契約、ひとり暮らしの部屋を借りるなど） 

●10 年間有効なパスポートの取得 

●公認会計士や司法書士などの国家資格取得 

●結婚（男女共に 18 歳に統一） 

●性同一性障害の人の性別変更の申し立て 

●外国人の帰化（日本国籍の取得）  など 

●飲酒・喫煙 

●競馬や競輪、オートレースなどの公営

ギャンブル 

●大型、中型自動車免許などの取得 

●養子をとることができる年齢 

●国民年金保険料の納付義務 

             など     

【表 成年年齢引下げによる年齢要件の変更】 

 未成年者が親（法定代理人）の同意を得ずに契約した場合には、原則として、契約を

取り消すことができます（未成年者取消権）。しかし、令和４年 4 月から、18 歳以上

の人が新成人となり、法律の保護がなくなるので、

【出典 法務省作成「民法改正 成年年齢の引下げ」／ 国民生活センター】 

成年年齢の引下げによって 

何が変わるの？ 

－これから 18 歳～20 歳になる方へ― 

 成年年齢引下げによって、20 歳以上の人に加え 18

歳、19 歳になった人も親（法定代理人）の同意を得な

くても、様々な契約をすることができるようになりま

す。つまり、契約を結ぶかどうかを自分で決め、その契

約についての責任も自分で負うことになります。 


